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問合せ▶　地域創造課市民協働係（☎内線1027）本

第128回

日本人住民 外国人住民人口と世帯
安 中 地 域
松井田地域
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男    
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27,380
合　計 56,178人  世帯数 24,750（令和3年9月末日現在）

Q1.DV（ドメスティック・バイオレンス）とケンカはどう違いますか？
A1.夫婦や恋人がお互い対等な関係で、日頃から言いたいことを言い合って、それがケンカへ発展することもあ
るかもしれません。しかし、DVは「弱者を力で押さえつけ、コントロールする」という支配関係があります。
「自分の気持ちが言えない」「常にパートナーの顔色をうかがってしまう」「いつ怒るかわからなくて怖い」
このようなことがあれば、パートナーとの関係が対等ではないかもしれません。
Q2.世間体を考えると、市役所には相談しづらいです
A2.安中市DV電話相談（☎027－329－6646）では、専門の相談員があなたの話をお聞きします。秘密は守りま
すので安心してお電話ください。
Q3.何度でも相談できますか？
A3.DV相談は一度の相談では解決に至らないことがありますので、何度でも相談できます。話をしながら、心
の整理をつけていきましょう。
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マイ・タイムライン（個人の避難行動計画）
～命を守るために知る・気づく・考える～

　市内の公共施設や医療機関のトイレなどに「安中市DV電話相談カード」
を設置しています。我慢しないで、少しでも不安に思うことを相談してく
ださい。
安中市DV電話相談（☎027－329－6646） 月・火・木・金  午前9時～午後4時

『DV（ドメスティック・バイオレンス）』を知っていますか？
　夫（妻）や恋人などの親しい関係で起こる暴力を「DV」、「デートDV」と呼
びます。パートナーの人格を全く無視して、自分の思い通りにするものです。
　DVは、身体的暴力だけではなく、精神的、性的、経済的、社会的などの暴
力も含まれます。また、子どもの見ている前で夫婦間で暴力をふるうことは、
面前DVと呼ばれ、子どもへの心理的虐待にあたります。

●暴力は重大な人権侵害です
　DVは主に家庭内で行われるため、周
囲から見つかりにくいことが多いです。
被害者は行動を監視され、家族や友人と
の付き合いを制限されたりして、社会的
に孤立させられていることがあります。
　また、夫婦間や個人の問題ととらえら
れ、家族や友人に相談できず、被害が深
刻化しやすいと言われています。

●暴力の背景
　「女性（男性）とは、こういうもの（こ
うあるべき）」といった考え方や、社会
的・経済的に優位な立場にある人が弱い
立場にある人を支配する構図など、複雑
な要因が重なり合っています。
　「妻や夫（恋人）なんだから、少しくら
い暴力をふるってもいい」「束縛するこ
とが愛」と、間違った思い込みをしてい
ませんか？

●あなたが周りの人から相談されたら
　ぜひ「話してくれてありがとう」「あ
なたは悪くない」と伝えてください。誰
にも自由で、自分らしく、安心して暮ら
していける権利があります。
　親しい間柄であっても、どんな場合で
あっても「暴力は決して許されない」と
いうことを忘れないでください。

表面

裏面

　マイ・タイムラインは、台風の接近などにより洪水発
生のおそれがある場合に、家族構成や生活環境に合わ
せ、いつ、何をするのかをあらかじめ時系列で整理した
一人ひとりの「オーダーメイド」の避難行動計画です。
　平時からマイ・タイムラインをつくっておくことで、
いざという時に落ち着いて行動することができ、自分や
家族の命を守ることにつながります。
　まだマイ・タイムラインを用意していない人は、県や
市のホームページやYouTubeチャンネルを参考にぜひ
つくってみてください。
　また、広報あんなか7月1日号でお知らせしたとおり
「安中市災害対応ガイドブック～生き抜く術の心得帖～」
の裏面に書き込むことで作成できますので、ご活用くだ
さい。

本

↑DVに関す
る情報はこち
らの2次元コ
ードからもご
覧になれます

「パープルリボン」
　パープルリボン運動はアメ
リカで、女性に対する暴力の
被害者によって生まれた草の
根運動です。女性に対するあ
らゆる暴力をなくしていこう
というメッセージが込められ
ています。

問合せ▶　危機管理課危機管理係（☎内線1135）
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森井 サダコ さん
（郷原）

■今、始めよう防災行動
　（広報あんなか令和3年7月1日号）
　◀市公式YouTubeチャンネル

治田 　や子 さん
（板鼻）

小板橋 ヒヤク さん
（松井田町高梨子）

■マイ・タイムライン
　（個人の避難行動計画）
　◀県ホームページ

■マイ・タイムライン作成動画
　◀県公式YouTube
　　　　　　チャンネル｢tsulunos｣　

ツ ル ノ ス


